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用語の定義 

特に定めのない限り、これらの用語とその定義は本編の目的のためのもので
ある。 

地上設置型貯蔵容器 ＵＳＴ基準が免除されるものを含む一種のＰＯＬ貯蔵容
器で、通常は地表又は地 上に設置される。床上に設置され、保管庫又は地下室
に収められたＰＯＬ貯蔵容器、埋設された容器、及び 部分的に埋設された容器
は、地上の貯蔵容器とみなされる。ＪＥＧＳ第１２章の目的のためには、これ
には移動式又は固定式の構造物又はタンクが含まれる。 

米軍有害生物管理委員会（ＡＦＰＭＢ） この組織は、国防省指示４７１５．
１Ｅ「環境、安全及び労働衛生（ＥＳＯＨ）」によって認可されており、国防省
全体の有害生物管理に関連する全ての事項について、政策を推奨し、指導を行
い、情報交換の調整を行う。 

空港消火栓燃料分配システム 空港消火栓システムとも呼ばれ、特殊なＵＳＴ
システムの一種であり、通常は１つ以上の消火栓（充填スタンド）に終端する
大口径の配管を用いて高圧で運転される。空港消火栓システムは、燃料がパイ
プライン、バージ、鉄道車両、その他の自動車燃料輸送業者などの外部ソース
から 1つ以上のタンクに入るところから始まる。 

自動ラインリリース検出器 ＰＯＬ又は危険物質の配管経由の流れを制限又は
遮断するか、可聴又は可視アラームを作動させることにより、オペレーターに
漏れの存在を警告する配管の放出検知方法。 

自動タンク計量器 ＰＯＬ又は危険物質の損失を計測し、在庫管理を行う装置。 

地面下貯蔵容器 完全に埋設されたＰＯＬ貯蔵容器の一種で、延期されたＵＳ
Ｔを含むが、ＵＳＴの定義を満たしていないか、ＵＳＴ所要事項から明確に除
外されているため、ＪＥＧＳ第１２章の全ての基準が免除される。ＪＥＧＳ第
１１章におけるＰＯＬ管理の目的のために、ＪＥＧＳ第１２章のＵＳＴ所要事
項を免除された地下貯蔵容器のみが、“ＰＯＬ施設”の下で定義された集合した
しきい値にカウントされる。 

大容量ガソリンプラント パイプライン、船、バージ、カーゴタンクでガソリ
ンを受け取り、その後ガソリンをカーゴタンクに積み込んでガソリン調剤施設
に輸送するガソリン貯蔵・配給施設で、１日当たりのガソリン処理量が７５，
７０８リットル[２０，０００ガロン]未満のもの。 

認定駆除剤散布者 駆除剤を散布する、又は国防省の職員の場合は見習い訓練
中に駆除剤の使用を監督する、認定された個人。認定は、国防省規則４１５０．
０７の第１巻から第３巻に従って、国防省、米国の州、又は日本によるもので
なければならない（ただし、適切な状況下ではＨＮの認定を受け入れる）。 

クラスＡオペレーター ＵＳＴシステムの運転及び保守に主たる責任を有する
者。通常、適用される要求事項への適合を達成し維持するために、作業割り当
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ての確立など、資源及び人員を管理する。これは通常、システムの所有者、バ
ルクターミナルのオペレーション監督者、又は現場の同等の管理者である。 

クラスＢオペレーター 適用される要求事項を実施する日常的な責任を負う個
人。通常、ＵＳＴシステムの運転、保守、及び関連する記録管理を現場で実施
する。 

クラスＣオペレーター ＵＳＴシステムからの流出又は放出による緊急事態に
最初に対処する責任を有する者。通常、危険物質又はＰＯＬの分配又は販売を
管理又は監視し、一般的には主な業務として燃料を取り扱う作業員を含む。 

封じ込め排水槽 封じ込め区域内の配管、ディスペンサー、ポンプ、及び関連
部品からの危険物質又はＰＯＬの漏れや流出を封じ込めて環境を保護する液密
容器。封じ込め排水槽は、一重壁又は二重壁で、タンクの上部（タンクトップ
又は水中タービン排水槽）、ディスペンサーの下（アンダーディスペンサー封じ
込め排水槽）、又は配管の他の箇所（トランジション又は中間排水槽）に設置さ
れる。 

汚染土壌 自然界に存在するレベルを超える物質を含む土壌で、人間の健康又
は環境リスクをもたらす物質を含む土壌。 

除染廃棄物 流出対応時に使用される機器や人員の汚染除去の際に発生する廃
棄物で、パージ水、洗浄水、プラスチック容器、ボロ布、手袋やその他の個人
用保護具を含むがこれらに限定されない。 

ディスペンサー ＵＳＴシステムから有害物質又はＰＯＬを供給する地上に設
置された機器。 

ディスペンサーシステム ディスペンサーと、ディスペンサーをＵＳＴシステ
ムに接続するために必要な機器の両方を含む。機器には、逆止弁、せん断弁、
埋設されていないライザー又はフレキシブルなコネクター、及びディスペンサ
ーの下にあり、ディスペンサーを地下配管に接続するその他の従来のコンポー
ネントが含まれる。 

除外される地下貯蔵タンク（ＵＳＴ）システム ＪＥＧＳ第１２章の要求事項
の対象とならない ＵＳＴ システム。 

既存の地下貯槽（ＵＳＴ）システム ２０１６年４月１１日以前に設置が開始
されたＵＳＴシステム。 

現場施工型タンク（ＦＣＴ） 現場で打設されるコンクリート製のタンクや、
主に現場で製造されるスチール製又はファイバーグラス製のタンクなど、現場
で建設されるタンク。 

施設事故指揮官（ＦＩＣ)（施設事故責任者） 施設現場調整官、事故指揮官と
も呼ばれる。施設内又は近隣での国防省の活動に起因するＰＯＬ又は有害物質
の流出の現場において、国防省の管理及び清掃活動を調整・指揮する、施設司
令官により指定された政府職員。 

施設対応チーム（ＦＲＴ） 施設対応チーム、事故管理チームとも呼ばれる。
FICが定義し指示した緊急機能を実行するチーム。 
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ガソリンディスペンサー施設（ＧＤＦ） 自動車、自動車用エンジン、オフロ
ード車以外の車両、又はオフロード車以外のエンジンの燃料タンクにガソリン
を供給する固定施設。 

一般二次封じ込め 最も可能性の高い日本の水域への排出を防止するための封
じ込め及び迂回構造。これは能動的又は受動的のいずれかであり、典型的な故
障モードと最も可能性の高い排出量を考慮する必要がある。 

地下水モニタリング 地下水に含まれるＰＯＬ又は有害物質の試験又はモニタ
リング。 

有害物質 物理的危険性、健康危険性、単純窒息死、可燃性粉塵、又は発火性
ガスのいずれかの特性を示す物質、又は日本国政府の規制対象となる物質。Ｊ
ＥＧＳ表 10.1参照。 

危険物搬送 設置場所から設置場所外の最終目的地まで、又は設置場所外の出
発点から設置場所内の最終目的地までの危険物の移動で、出荷の認証が関係す
るもの。 

危険物警告ラベル 容器に貼られたラベル、タグ、マーキングで、材料とその
危険性に関する情報を提供するもので、通常は製造者が提供する。 

危険物質 報告可能な量が流出又は放出された場合に、人の健康や環境に深刻
な害を及ぼす可能性のある物質のこと。ＪＥＧＳ表 16.3 にこれらの物質のリ
ストとそれに対応する報告量が記載されている。有害物質には以下のものは含
まれません。 

（１）ＪＥＧＳ表 16.3 に危険物質として明確に記載又は指定されていない、
原油ＰＯＬ又はその留分を含む石油。 

（２）天然ガス、天然ガス液、液化天然ガス、又は燃料として使用可能な合
成ガス（又は天然ガスとそのような合成ガスの混合物）。 

有害物質地下貯蔵タンク(ＵＳＴ)システム 有害物質（ＪＥＧＳ第１６章に定
義されている有害廃棄物を含まない）又はそのような有害物質とＰＯＬの混合
物を含むＵＳＴシステムで、ＰＯＬ ＵＳＴシステムではないもの。 

有害廃棄物 固体、半固体、液体、又は含有気体である可能性があり、ＪＥＧ
Ｓパラグラフ 16A.1 に詳述されている有害廃棄物の特性を示すか、又はＪＥＧ
Ｓ表 16.2 から 16.5 に有害廃棄物として記載されている廃棄物をいう。家庭下
水汚泥、家庭廃棄物、医療廃棄物は含まれません。 

危険廃棄物貯蔵所（ＨＷＳＡ） 国防省の施設内で、有害廃棄物が処理又は処
分のために出荷される前に収集される場所。危険廃棄物貯蔵所では、各廃棄物
の流れから、危険廃棄物の２０８リットル[５５ガロン]ドラム缶、又は急性危
険廃棄物の１リットル[１クオート]容器に相当する量を超えて貯蔵することが
できる。 

危険物情報システム（ＨＭＩＲＳ） 危険物に関する重要な情報を蓄積、維持、
普及させるために開発されたコンピュータベースの情報システム。 

業界標準及び慣行 施設及び機器の設計、建設、設置、Ｏ＆Ｍ、検査及び修理
に関連する、適用可能な又は認識されている標準及び慣行。業界標準及び慣行
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には、以下の組織によって制定されたものが含まれる：ＡＰＩ、米国材料試験
協会、ＮＡＣＥインターナショナル、燃料機材協会及びＳＴＩ。 

施設 国防省訓令４７１５．０５において定義される。 

国際約束 国防省訓令４７１５．０５ において定義される。 

間隙モニタリング ＵＳＴシステムと、その周囲又は直下の二次バリアとの間
のモニタリング。 

在庫目録管理 ＰＯＬ又は有害物質のトラッキングにより、タンクに入ってい
るものと入っているべきものを比較し、ＰＯＬ又は有害物質の入出力とタンク
の残量を調整する。 

統合有害生物管理（ＩＰＭ） 有害生物や病気の媒介者が業務、人、財産、物
資、環境に許容できない損害を与えることを防止するための、継続的な監視、
教育、記録管理、コミュニケーションを組み込んだ計画的なプログラムのこと。
ＩＰＭでは、教育、生息地の変更、生物学的防除、遺伝子的防除、文化的防除、
機械的防除、物理的防除、規制による防除、及び必要に応じて危険性の低い駆
除剤の賢明な使用など、対象を絞った持続可能な（効果的、経済的、環境的に
健全な）方法を用いる。 

積込み及び積卸しラック タンク車又はタンクカーへの積込み及び積卸しに必
要な固定構造物（例えば、プラットフォーム、通路）。荷役アームを含む。 

移動式燃料補給機 車両に搭載された、又は車両に牽引されたＰＯＬ貯蔵容器
で、航空機、自動車、機関車、船舶、地上サービス機器、又はその他の石油貯
蔵容器に移送するための燃料を貯蔵し、移送するためにのみ設計又は使用され
るもの。 

月間処理能力 ＧＤＦにおいては、一つのＧＤＦに設置されている全てのガソ
リン貯蔵タンクに積み込まれた、又はそこから払い出されたガソリンの総量。 

新しいディスペンサーシステム ２０１６年４月１１日以降に設置が開始され
たディスペンサーシステムをいう。 

新規の地下貯蔵タンク（ＵＳＴ）システム ２０１６年４月１１日以降に設置
が開始されたＵＳＴシステム。 

オイル 石油、燃料油、潤滑油、動物性脂肪、植物性油、汚泥、ＰＯＬのごみ、
浚渫土以外の廃棄物と混合されたＰＯＬを含むがこれらに限定されない、あら
ゆる種類又は形態の油。 

油が充填された作業用機材 装置又は機器の機能をサポートするためだけにオ
イルが存在するオイル貯蔵容器（又は複数の容器）を含む機器。油が充填され
た作業用機材は、ＰＯＬ貯蔵容器とはみなされず、油が充填された製造機器（フ
ロースループロセス）は含まれない。油が充填された操作用機器の例としては、
油圧システム、潤滑システム（ポンプ、コンプレッサー、その他の回転機器用
のもの、ポンプジャッキの潤滑システムを含む）、ギアボックス、機械加工用ク
ーラントシステム、熱伝達システム、変圧器、回路ブレーカー、電気スイッチ、
及び装置の動作を可能にするためだけに油を含むその他のシステムが挙げられ
るが、これらに限定されるものではない。 
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過剰充填防止装置 タンクが満杯に近づくと、製品の流れを止めるか、製品の
流れを制限するか、又はアラームで配送業者に警告する装置。 

有害生物管理コンサルタント 有害生物や病気の媒介者を予防・駆除するため
にＩＰＭを用いて技術的・管理的な指導を行う国防省の有害生物管理の専門家。
ＡＦＰＭＢディレクターは、有害生物管理コンサルタントを、駆除剤散布者の
認証官として承認する。 

駆除剤 有害生物を予防、破壊、撃退、軽減する可能性のある、又は植物調整
剤、枯れ葉剤、乾燥剤、消毒剤、殺生物剤として使用される生物防除剤を含む、
あらゆる物質又は物質の混合物。 

駆除剤廃棄物 駆除剤の廃棄制限の対象となる物質で、以下を含む。 

（１）米国又は適切な政府機関の権限下で中止され、安全に使用することがで
きないと有害生物管理コンサルタントが確認したあらゆる駆除剤。 

（２）仕様に適合しない、汚染されている、不適切に混合されている、その他
濃縮又は希釈されているかにかかわらず使用できない駆除剤。 

（３）駆除剤のこぼれを清掃するために使用される全ての材料。 

（４）駆除剤で汚染された容器、機器、材料。 

有害生物 節足動物、鳥類、げっ歯類、線虫、真菌、細菌、ウイルス、藻類、
カタツムリ、海洋生物、ヘビ、雑草、その他の生物（人や動物の病気を引き起
こす生物を除く）で、即応性、軍事活動、人員や動物の福利に悪影響を与え、
不動産、物資、設備、植生を攻撃又は損傷し、その他の点で望ましくないもの。 

パイプライン施設 新規及び既存のパイプ、パイプラインの通行権、補助装置
（例：バルブやマニホールド）、及びＰＯＬの輸送に使用される建物又はその他
の施設を含む。 

石油、油、及び潤滑油（ＰＯＬ） 石油、燃料、潤滑油、合成油、鉱物油、動
物性油脂、植物性油脂、汚泥、浚渫土以外の廃棄物と混合されたＰＯＬを含む
がこれらに限定されない、精製されたＰＯＬ。 

石油、油、及び潤滑油（ＰＯＬ）施設 以下を有する施設。 

（１）地上の貯蔵容器の総容量（地下の貯蔵容器を除く）が５，０００リット
ル[１，３２０ガロン]以上で、容量が２０８リットル[５５ガロン]以上の容器
のみをカウントしている施設、又は 

（２）合計の地下貯蔵容器の容量が１５９，０９１リットル（４２，０００ガ
ロン）以上のもの。 

（３）パイプライン施設 

石油、油、及び潤滑油（ＰＯＬ）貯蔵容器 容量が２０８リットル[５５ガロン]
以上の容器。移動式及び固定式の容器、ならびに地上及び地下に設置された容
器を含む。ＪＥＧＳ第１２章のＵＳＴに関しては、ＪＥＧＳ第１２章の全ての
要求事項を満たすことが求められるＵＳＴは、ＰＯＬ貯蔵容器の定義から除外
される。動力用容器（車両燃料タンク）、一戸建て住宅でのみ使用される暖房用
油の容器、駆除剤散布装置及び関連する混合物の容器、及び牛乳／乳製品の容
器も除外される。 
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登録駆除剤 米国又は日本国内で販売又は使用するために登録及び承認された
駆除剤。 

放出検知方法 ＳＴシステムから有害物質又はＰＯＬの環境への放出が発生し
たかどうか、あるいはＵＳＴシステムとその二次バリア又は二次封じ込めの間
の間隙に漏れが発生したかどうかを判断するための方法、又は方法の組み合わ
せをいう。放出検知の方法には、自動ライン放出検知器、自動タンクゲージン
グ、地下水モニタリング、 間質性モニタリング、及び在庫管理が含まれる。 

修理 ＪＥＧＳ第１２章のＵＳＴに関連して、ＵＳＴシステムからの製品の放
出の原因となった、又は適切に機能しなくなった、タンク、配管、流出防止装
置、過充填防止装置、腐食防止装置、放出検知装置、又はその他のＵＳＴシス
テム構成要素を、適切な動作状態に戻すこと。 

交換すること ＪＥＧＳ第１２章におけるＵＳＴの文脈では、タンクを交換す
るとは、別のタンクを取り外して設置することを意味する。配管を交換すると
は、1 つのタンクに接続されている 50％以上の配管を取り除き、コネクターを
除く他の配管を設置することを意味する。複数の配管があるタンクの場合、こ
の定義は各配管に独立して適用される。 

安全な吸引配管 以下の基準を満たすように設計、構築され、容易に判断でき
る配管。大気圧以下で作動する床下配管は、吸引が解除された場合に配管の内
容物が貯蔵タンクに逆流するように傾斜しており、各吸引ラインには 1 つのチ
ェックバルブのみが含まれており、チェックバルブは吸引ポンプの真下、でき
るだけ近くに配置されている。 

安全データシート（ＳＤＳ） 化学製品の製造者や輸入者が、特定の製品の化
学的・物理的特性や危険な影響をユーザーに伝えるために作成する用紙。以前
は製品安全データシート（ＭＳＤＳ）と呼ばれていた。 

二次封じ込め又は二次的封じ込め 

（１）ＪＥＧＳ第１１章のＰＯＬ基準及びＪＥＧＳ第１３章の漏出基準との
関連では、一次封じ込めが失敗した場合に、排出されたＰＯＬの一時的な封じ
込めを提供するシステム。これは、適切な措置が取られるまで、ＰＯＬの転移
を防止することを意図している。二次封じ込めには、不浸透性の堤防、防波堤
若しくは擁壁、縁石若しくはドリップパン、排水槽若しくは回収システム、カ
ルバート若しくは側溝、堰、ブーム若しくはその他の障壁、漏出分流池、貯留
池又は吸着材が含まれる。二次封じ込めには、一般的なものと大きさの異なる
ものの２種類がある。 

（２）ＪＥＧＳ第１２章のＵＳＴ基準では、タンク又は配管の放出防止の形
態。二次封じ込めシステムは、漏洩を監視することができる間隙のある内側と
外側のバリアを持ち、配管の間隙監視に使用される場合には封じ込め排水槽を
含む。二次封じ込めは、一次封じ込めから漏洩した有害物質又は汚染物質を、
それらが検出され除去されるまで封じ込めることができなければならず、また、
ＵＳＴシステムの運転期間中、いつでも有害物質又は汚染物質の環境への放出
を防止しなければならない。 
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構成機関 構成機関と個人、ユニット、分遣隊、組織、施設など、すべての部
隊から構成される司令部。さらに下位の統一司令部又は統合任務部隊に配属さ
れた支援部隊を含む。 

重大な漏出 

（１）ＪＥＧＳ表 16.3に記載された結果として特定された有害廃棄物又は有害
物質については、その表に記載された報告量を超える量。 

（２）４１６リットル[１１０ガロン]を超えるＰＯＬ又は液体若しくは半液体
の危険物、危険廃棄物、又は有害物質の場合。 

（３）２２５キログラム（５００ポンド）を超えるその他の固体危険物の場合。 

（４）ＰＯＬと液体、半液体、固体の危険物、危険廃棄物、危険物質の組み合
わせで、３４０キログラム（７５０ポンド）を超える場合。 

（５）流出物が不浸透性の防波堤内、非多孔性の表面、又は建物内に封じ込め
られ、揮発せずに浄化された場合、その流出物は封じ込められた放出とみなさ
れ、重大な流出物とはみなされない。 

標準型二次封じ込め ＰＯＬ貯蔵容器の全容量に加え、十分な余分容量を収容
することができる不浸透性（透過率が毎秒１０－７センチメートル以下）の二次
封じ込め手段。 

特定地下貯蔵タンク（ＵＳＴ）システム “事前保留されたＵＳＴシステム”
とも呼ばれる。空港の消火栓による燃料分配システム及びＦＣＴを有するＵＳ
Ｔシステムで、事前にＵＳＴ所要事項から保留されていたもの。 

漏出 人の健康や環境に有害とみなされる固体、液体、気体物質の不注意又は
不正な放出。 

漏出防止装置 配送ホースが充填管から取り外された際に発生する小さな滴や
こぼれを受け止める充填管周辺の封じ込め物。この容器は通常、漏出バケツ、
流域、又は漏出封じ込めマンホールと呼ばれる。配送ホースが充填パイプから
外れたときにこぼれてしまうものを受け止めるのに十分な大きさでなければな
らない。 

規格 米国内の国防省の施設、設備、行動に適用される米国の法律及び連邦規
則の実質的な要素で、域外適用されるもの、又は米国外の施設で人の健康と環
境を保護するために必要と判断されるもの。 

貯蔵容器 石油の貯蔵に使用されるタンク、リザーバー又は容器。ただし、以
下は含まれない。 

（１） 緊急時を除き、１０３ｋＰａ[１５ｐｓｉａ]を超えるゲージ圧で作動
し、大気への放出がないように設計された圧力容器。 

（２）地下の洞窟又は多孔質岩の貯留層。 

（３）プロセスタンク。 

搬送エリア 搬入・搬出エリアとも呼ばれる。固定された荷役棚以外で、ＰＯ
Ｌ貯蔵容器との間でＰＯＬの荷役が許可されているあらゆる場所。 

合衆国 国防省訓令４７１５．０５において定義される。 
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地下貯蔵タンク（ＵＳＴ）システム ＰＯＬ製品又は危険物質を貯蔵するため
に使用されるタンク及び接続された地下配管で、接続された配管の容積を含め
て、その容積が地表から１０％以上の高さにあるものをいう。 

を含む。 

（１）貯蔵されている敷地内での消費に使用される暖房用オイルを含むタン
ク。これらのタンクは地下貯蔵タンクとみなされ、所要事項についてはＪＥＧ
Ｓ第１１章を参照のこと。 

（２）浄化槽。 

（３）雨水又は廃水の収集システム。 

（４）貫通型プロセスタンク 

（５）地表貯水槽、ピット、池又は干潟。 

（６）アクセス可能な地下エリア（例：地下室、金庫室）に設置された貯蔵
タンクで、貯蔵タンクが床面上又は上に設置されている場合。これらのタンク
は、地上式貯蔵タンクの定義を満たす。 

（７）ＵＳＴシステムとはみなされないタンクに接続されているあらゆる配
管。 

タンクやラインの気密性テスト 放出の原因となりうるタンクやラインの破損
を特定するための試験。さまざまな方法があるが、全ての気密試験は、製品の
熱膨張又は収縮、ベーパーポケット、タンクの変形、蒸発又は凝縮、水位の位
置などの影響を考慮しながら、日常的に製品を収容しているタンク又はライン
のあらゆる部分からの漏れを検出しなければならない。 

蒸気バランスシステム 荷下ろし用のガソリンカーゴタンクの蒸気空間と荷受
け用の貯蔵タンクとの間に閉じたシステムを作るパイプとホースの組み合わせ
で、貯蔵タンクから排出された蒸気を荷下ろし用のガソリンカーゴタンクに移
すもの。ベーパーモニタリング。掘削区域の土壌ガス中の蒸気を試験又は監視
すること。 

廃水処理タンク 物理的、化学的、又は生物学的な方法で流入する廃水を受け
入れて処理するように設計されたタンク。 

日本の水 慣習国際法で認められている領海を含む表流水。 

（１）現在使用されている、過去に使用されていた、又は商取引に使用され
る可能性のある全ての水。 

（２）レクリエーション又はその他の目的のために使用されている、又は使
用されうる水域。 

（３）魚介類の採取・販売が行われている、又は行われる可能性のある水域。 

（４）産業界が工業目的で使用している、又は使用する可能性のある水域。 

（５）湖、川、小川（断続的な川を含む）、沼地、プレーリーポス又は自然の
池を含む水域。 

（６）この定義で特定される水域の支流。 
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（７）日本の水に対する除外事項は、ＪＥＧＳ第９章の所要事項を満たすよ
うに設計された処理池又はラグーンを 含む、家庭又は産業廃棄物処理システム
である。この除外は、元々日本の水ではなく、また日本の水のインパウンドメ
ントから生じたものでもない人工的な水域のみに適用される。 

最悪事態排出（ＷＣＤ） ＪＥＧＳ付録 13A のＷＣＤ計画量基準を参考にして
決定される、悪天候下での施設からの最大の予見可能な排出量。 
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略称 

ＡＦＦＦ 水性膜泡消火剤 

ＡＦＰＭＢ 米軍有害生物管理委員会 

ＡＰＩ 米国石油協会 

ＤＬＡＩ 国防兵站庁指示 

ＤｏＤＤ 国防省指示 

ＤｏＤＩ 国防省訓令 

ＤｏＤＭ 国防省規則 

ＤＴＲ 防衛輸送規則 

ＦＣＴ Field-Constructed Tank 

ＦＧＳ 最終管理基準 

ＦＩＣ 施設事故指揮官 

ＦＲＴ 施設対応チーム 

ＧＤＦ ガソリンディスペンサー施設 

ＧＯＪ 日本国政府 

ＨＭＩＲＳ 有害物質情報リソースシステム 

ＩＰＭ 統合有害生物管理 

ＪＥＧＳ 日本環境管理基準 

ｋＰａ キロパスカル 

ＬＥＣ 環境司令官 

ＭＣＯ 海兵隊命令 

ＮＡＶＳＵＰ ＰＵＢ 海軍補給システム司令部出版物 

ｎｇ／Ｌ ナノグラム毎リットル 

Ｏ＆Ｍ 運用及び維持管理 

ＯＳＤ 国防長官府 

ＰＦＯＡ ペルフルオロオクタン酸 
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ＰＦＯＳ パーフルオロオクタンスルホン酸 

ＰＯＬ 石油・油・潤滑油 

ｐｐｔ １０億分の一 

psia pounds per square inch absolute 

ＳＤＳ 安全データシート 

ＳＴＩ 鋼製タンク協会 

ＴＭ テクニカルマニュアル 

ＵＦＣ 統合施設基準 

ＵＳＦＪ 在日米軍 

ＵＳＴ 地下貯蔵タンク 

ＷＣＤ 最悪事態排出 

 


